
   医療的ケアが必要な障害児や重症心身 
障害者のご家族の休養や就労活動のため、
自宅等まで看護師が出向き、一定時間、 
家族等にかわってケアを行う事業です。 

令和7年1月 

 

豊島区 福祉部 障害福祉課  

〒171－8422 東京都豊島区南池袋2－45－1 

１８歳以上の方(身体障害者支援グループ) TEL：03-3981-2141 

１８歳未満の方(児童･障害児支援グループ)  TEL：03-4566-2451 

平日の午前8時30分から午後5時まで 



 

次の（1）～（４）のすべてに該当する方が対象 

（１）豊島区に住所を有する方 

（２）家族等による在宅介護を受けて生活している方  

（３）訪問看護サービスによる医療的ケアを受けて生活している方 

（４）アかイのどれかに該当する方                                             

ア）18歳未満：（表１）に定める医療的ケアが必要な児童 

      イ）18歳以上：18歳に達するまでに、重度の知的障害（愛の手帳１・２度程度）と重度の肢体不自由   

         （身体障害者手帳１・２級程度で自ら歩行ができない）を有するに至った障害者      

※１ 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・ＮＩＰＰＶ・ＣＰＡＰなどは人工呼吸器管理に含む 

※２ 人工膀胱を含む 

（１）自宅等に訪問看護事業者から看護師を派遣し、家族等が日頃行っている医療的ケアや 

   療養上の行為（食事介助、排泄介助、体位交換等）を行います。 

   （通常の訪問看護で行っている全てのケアを提供する事業ではありませんのでご留意ください） 

  ※ 調理、洗濯など家事の援助や入浴、外出に伴う介護は行えません。 

  ※ 自宅等とは自宅のほかに通学先の学校等を含みます。また、学校等とは（幼稚園、小学校、中学校、 

              高等学校及び特別支援学校のほか、これに相当すると区長が認める教育機関を含む。）もしくは障害児 

              通所支援事業所のことをさします。 

 

（２）利用時間：1年度内(４月～翌年３月)に１４４時間まで。 

        1回当たり2～4時間までの30分単位。 

   ※ 世帯状況・課税状況等変更が生じた場合は、ご連絡ください。派遣に係る交通費は自己負担となる場合がございます。       

   ※ 医師意見書作成料の助成上限額は3,000円（それ以上の差額は別途自己負担）  

区分 世帯の課税状況 

利用者負担額 医師指示書 
作成料 

自己負担額 ２時間 ２時間３０分 ３時間 ３時間３０分 ４時間 

利用者負担免除  
生活保護受給世帯 

０円 ０円 ０円 ０円 ０円 
区民税非課税世帯 

一般１（18歳以上） 所得割が160,000円未満 370円 460円 550円 640円 740円 70円 

一般１（18歳未満） 所得割が280,000円未満 180円 220円 270円 310円 360円 30円 

一般２ 上記以外 1,500円 1,880円 2,200円 2,630円 3,000円 300円 

０円 

（表１）医療的ケア 



 

 

 

 

  

【申請をする前に】 

・利用対象に該当しているか確認してください。 

・医療保険で利用中の訪問看護事業者が、在宅レスパイト・就労等支援事業も利用

できるか訪問看護事業者に確認してください。 

・在宅レスパイト・就労等支援事業の医師指示書の様式を区から取り寄せ、主治医

に作成を依頼してください。指示書作成料はお支払いの上、必ず領収書をもらっ

てください。世帯の課税状況に応じて助成があります。 

・在宅レスパイト・就労等支援事業に関する様式は区のホームページから 

 ダウンロードできます。 

・学校等での利用には事前に学校の承諾が必要です。 

【申請に必要な書類等】 

□ 身体障害者手帳・愛の手帳  

（手帳を未取得の場合は、東京都重症心身障害児在宅療養支援事業の 

 決定通知書などの心身の状態を確認できるもの） 

□ 在宅レスパイト・就労等支援事業利用登録申請書 

□ 医師指示書作成費助成金交付申請書兼請求書（口座振替依頼書） 

□ 在宅レスパイト・就労等支援事業医師指示書および作成にかかった 

  費用の領収書 

□ 印鑑 

・区は申請書類一式を確認し、利用の決定をします。 

・「利用決定通知書」がご自宅に後日送付されます。  

 
 

  

・「利用決定通知書」「医師指示書」を訪問看護事業者に示し、在宅レス 

 パイト・就労等支援事業の利用希望日時を予約してください  

・訪問看護師が行う医療的ケアは、呼吸管理・栄養管理・排泄管理など、 

 医師の指示書に記載された内容です。 

・入浴・外出を伴う介護や家事支援は行いません。 

・利用時間は、１年度内(4月～翌年3月)に144時間まで、 

 １回につき２～４時間の範囲で３０分単位で利用が可能です。 

 
 

・自己負担が生じる場合は、直接訪問看護事業者にお支払いください 。   



 

 

質問（1）愛の手帳及び身体障害者手帳を取得して            

    いない場合、利用できますか。 

回答（１）区が医師の診断書等により、大島分類 

    １～４に該当すると判断した場合は利用 

    可能です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

質問（２）利用者は医療機器を使用しているものだけ 

    ですか。 

回答（２）重症心身障害児（者） 

     原則、医療機器を使用しているものに限 

    ります。ただし、医療機器を使用していな  

    い場合でも、訪問看護師によるケアや見守  

    り等が必要であると医師が判断した場合は、 

    利用可能です。 

     例）頻回なけいれん発作を起こすため、 

       訪問看護師による服薬管理、見守り 

       が必要等 

     ＊医師による判断は主治医の診断書によ  

      り確認。 

    医療的ケア児  

    （表１）に定めるケアを受けているものに 

     限ります。 

 

質問（３）医療的ケアとは何ですか。 

回答（３）・重症心身障害児（者） 

      医師指示書「医療ケアの状況」に記載 

     されている呼吸管理、栄養管理、排泄管 

     理等、医療機器の使用を伴うケア全般。 

    ・医療的ケア児 （表１）に定めるケア 
 

質問（４）申請時に訪問看護サービスを受けていな 

    い方も申請可能ですか。 

回答（４）可能です。ただし、本事業の申請と合わせ 

     て、医療保険制度の訪問看護サービスによ 

     る医療的ケアを受ける必要があります。 

 

質問（５）申請時に入院中等により在宅でケアを受け 

    ていない場合、申請可能ですか。 

回答（５）可能です。ただし、在宅生活に移行した際  

     は、本事業と合わせて、医療保険制度の  

     訪問看護サービスによる医療的ケアを受け 

     る必要があります。 

 

質問（６）同居の家族等とはどのような場合を想定して    

    いますか。 

回答（６）対象となる医療的ケアのある重症心身障害児  

    （者）あるいは医療的ケア児の保護者として 

     主に介護を担っている者を指します。事実婚
等、実質的に上記の状態にある者も含みま
す。 

 

質問（７）訪問看護事業所は、どの事業所でも利用でき  

    ますか。 

回答（７）豊島区と契約している訪問看護事業所となり 

     ます。豊島区との契約の有無については、利   

     用を予定している訪問看護事業所に確認して 

     ください。 

 

質問（８）利用者一人につき複数個所の訪問看護ステー 

    ション等を利用することは可能ですか。 

回答（８）可能です。支給決定後、訪問看護事業所を追 

             加する場合、「豊島区重症心身障害児（者） 

             等在宅レスパイト・就労等支援事業内容変更 

             申出書 （第７号様式）」にて追加事業所を届 

             け出してください。 

 

質問（９）本事業により利用者が学校等で受けられる  

    サービスは、具体的にどのようなものです   

    か。 

回答（９）呼吸管理、栄養管理、排泄管理等の主治医の  

     指示に基づく医療ケアに加え食事介助、排泄  

     介助、体位変換等の療養上の世話等訪問看護  

     師が行えるケア全般で、学校から家族への付        

     き添いを求められた場合です。事前に、家族 

     から学校等への利用承諾が必要です。 

 

質問（10）1日４時間以上の利用は可能ですか。 

回答（10）可能です。1日あたりの回数制限はありませ 

      んが、派遣回数について訪問看護ステー 

      ションと相談が必要です。 

 

質問（11）毎年、申請が必要ですか。 

回答（11）更新手続きは不要ですが、心身状態の確認  

      や利用者負担額決定のため、毎年状況確認  

      をしています。提出時期が近くなりました 

      ら、ご自宅宛てに必要書類を送付しますの  

      で、ご確認ください。 

 

 「東京都福祉保健局在宅レスパイト・就労等支援事業に係る留意事 

  項（令和5年3月10日）より抜粋」及び区で追記 
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（IQ） （図）大島分類 
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